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新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等

1:年齢構成・所得構成でリスク構造調整を行つた上で、都道府県単位で一本化する案 【池上委員】

○ 医療保険全体で、各保険者の保険加入者の年

齢構成(5歳階級毎の一人当たり医療費の差)・

墓ξ      鴬譴製1渠筵鍛f格
差
1調

○ 財政調整を進めつつ、医療保険の統合を以下
のとおり段階的に行う。
① 後期高齢者医療制度に代わる「拙域医療保

程 鰹 緊 易 瘍 寵 僻 晶 儡 署絡天P
市町村国保は都道府県内で賦課方式を統一

し、一般会計からの繰入れを廃止した上で、財
政調整を進める。

健保組合・共済は、それぞれ全国単位で財政

♂             ][ζ
。

健保組合・共済を都道府県単位で統合・再編
③ 全ての保険者を都道府県単位で一本化

F口 ~‐‐“‐ロロ""甲 “~¬
F「 ¬

∫|

I

l l
L口 ____‐ :i ― ‐ ― 曰 ― ― ロ ー 」

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。

○ 運営責任が明確。

○ 高齢者であつても、サラリーマン及びその被扶養者は、
被用者保険に加入するという合理的な仕組みとなる(第

一段階)。

(主な論点)

○ 被用者保険を都道府県単位に分割・統合すること等
について、企業や同種同業の連帯を基礎とした健保組
合等をどのように位置づけるか。

○ 「地域医療保険」と被用者保険である協会けんぱを統
合することについて、どのように考えるか。

○ 自営業者とサラリーマンでは所得捕捉の状況が異な

る中で、国保と被用者保険では保険料の算定方法が異
なっているが、これをどのように統合するのか。

2:一定年齢以上の「男1建て」保険方式を基本とする案 【対馬委員(健保連)】

【65歳以上の高齢者を一つの制度とした場合】

065歳 以上の高齢者を対象に前期・後期の区

別のない一つの制度とする。

°
1駆留;予六艦ぜ贈寵滉櫂を
若年者が支える仕組みとする。

°
撃1等藁易甑憂貰詈諦ぶ郵蓄賛雹蹴

で`
1｀

若
○ 運営主体については、都道府県単位を念頭に

行政から独立した公法人が保険者を担う。

(主なメリット)

○ 若年者と高齢者の負担ルールや運営責任が明確。

○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。

(主な論点)

○ 「年齢で区分するという問題を解消する制度とする」と
の関係について、どのように考えるか。

※ 「65歳」は、介護や年金等との関係から理解が得られやすいのではないか。

【現役で働く高齢者とその家族について、若年者の各制度
へ継続加入させることとした場合】
(主なメリツト)

○ 高齢者であつても、サラリーマン及びその被扶養者は、
被用者保険に加入するという合理的な仕組みとなる。

(主な論点)

○「地域保険としての一元的運用」との関係について、ど
のように考えるか。

○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の
公平が図られていることについて、どのように考えるか。

′

‐
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3:突き抜け方式とする案 【小島委員(連合)】

新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等

(主なメリット)

°
』写132[ζ           買整廷
称))に引き続き加入。

。
(灘魏露 斃製脳銘曜躯
する。

○ 運営主体は、全被用者保険の代表者及び労使

代表者で構成する管理運営機関とする。

9謂幅目縫暮曇瑠部製潮盛
一体的な運用を図る。         |

〇 現役で働く高齢者とその家族については、若年

者の各制度に継続加入。

1国保J

〇 年齢による区分がない。

○ 運営責任が明確。

○ 被用者グループ内での助け合いとすることで、若年被
用者の納得を得られやすい。(若年者と高齢者の負担
ルァルが明確 )

(主な論点)

○ 高齢者が職域保険と地域保険に加入することとなる
が、「地域保険としての一元的運用」との関係について、
どのように考えるか。

○ 現在の制度では同じ都道府県内で高齢者の保険料の

公平が図られていることについて、どのように考えるか。

○ 従来より指摘されている以下の課題について、どのよ

うに考えるか。
・ 市町村国保が負担増となる点

・ 就業構造が流動化している中、高齢期においても被
用者・プト被用者を区分する点

4:高齢者医療と市町村国保のァ体的運営を図る案 【宮武委員】

○ 都道府県単位の国民健康保険を創設し、定年

退職者等を迎える。現役で働く高齢者とその家族

については、若年者の各制度に継続加入。°
」馨野暮]1鷲ボ面璽翼襲認聾霰f!苦響轟暑
°ぼ譜9居鰍f躙晃じ競を朦霧響

を含む)。

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。      ,
○ 運営責任が明確。
○ 財政運営の安定化を図ることができる。
○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。

O高 齢者であつても、サラリーマン及びその被扶養者は、

被用者保険に加入するという合理的な仕組みとなる。

(主な論点)

○
し
高齢

凛履曇鯉 暮居賢深高層農最耐留彗蟻」λ弓

○ 現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政

調整、市町村国保については、それぞれ財源や仕組み

が異なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けるこ
とが適切か。
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被用者保険の被保険者本人及び被扶養者の取扱いについて

○ 自営業者や退職者など地域で生活している高齢者は、国保に加入。

O T方、サラリーマンである高齢者の方や被扶養者{65歳以上)については、被用者保険に加入いただくこと

とするのか、国保に加入いただくこととするのか、以下の点を考慮し、検討する必要がある。

案 メリット 課題

<A案>
被保険者

及び被扶養者

↓

保国

○

○

讐蘇ξ蕎:日磐言だ量点占吾夕ヽ

能となる。

○

○

○

○

ょび『夢悸膝鍛響F貰逼ぶ鱈漏与葱場合素青着テ
担がなくなること等に

→
被撲曇響雫督言夏男楼7ビ荒警で保険料負担がなかつたため、すべて

は、従前受けていた付加給付や傷病
増加する。
けられる仕組みの検討が必要
自己負担限度額が設けられているこ

る世帯にねいて、負担が増加する場

合が
負絶を軽減する仕組みの検討が必要

<B案>
被保険者

及び被扶養者

↓

被用者保険

職
険
域

ｏ引
等

保ヽ
職
る

付ヽ

は
で

れヽ
は
給

者
ル
リ
ら
者
加

服
ノレ．訥旭
服
俯

被
じ
と
平
被
金

の
同
こ
公
の
当

ｏ

険
と
る
の
険
手
る

保
人
す
担
保
病
れ

者
若
担
負
者
傷
ら

用
の
負
の
用
き
け

被
内
を
で
被
続
受

〇
域
料
内

○
き
を

:事業曇昌EE各横[曾[景込肯晉暑景:卓曾曇番暑秀言菫房まざ曇會:｀

01軽場≧悸崎喜曇常費整倉墓叢げ込程最婦煽ば罫ふ念曇

<C案>
被保険者

↓

被用者保険

被扶養者

↓

国 保

○

○

○

○

○

○

冷者と保険料負担のルァルが異な り、
男の負担の公平が図られない。
呆険料負担がなかつたため、すべて

Cいた付加給付等が受けられなくな

i昔]i警骨懲鵞i讐賃優[IF景 首EttE憾言争Fttl貸[霜写 3こ
合が

賀名を軽減する仕組みの検討が必要
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被用者保険の被保険者とその被扶養者の人数と動きについて(1)

現イ1制度      (平 成22年度予算案ベースの粗い推計)

A案 :被用者保険の被保険者及び被扶養者についても、市町村国保に加入する。

被用者保険から市町村国保に移行する方   約 300万 人

-5-

75歳以上 65～ 74歳 65歳未満 合計

被用者保険の

被保険者

Ｆ

Ｉ

卜

ｔ 名ζl議1 〕
協会|:■ 1約0101万人 協会|.|■約■,Onl万 1人

約 4000万 人組合 | |‐約 40万人 組合 nli9■‐墾
共済等■‐■約4万人 ■済奪■1約43σ方人

被用者保険の被保険者

であった方 (フ 5歳以上)

に扶養されている方

後期

約 5万人

国‐保|

約 51万人

国保
約2万人

約 10万人

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

後1期

約 5万人
|■橋||1暑:=験■:

協会 _三 二_二 約3■互人
約 90万人

■|1鰺ξ「■書鯖1験‐‐「
共1済等■約■万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

‐ 後期

約 180万人

協会  約‐50万人 _二 =複全__絶 1■ 9■万人__
二_型撃i二 _二 負1■ 9■夏人__ 約 3500万 人組合  約

‐
25万人

共済等1約 1‐ 0万人 共済等■ 約450万 人

合計 約 210万 人 約 260万 人 約 7100万 人 約 7600万 人

75歳以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の

被保険者

国保

約 30万人

・協会  約 90万人

国保   ・組合  約 40万人

約 135万人 ・共済等  約 4万人

協会  約 1900万 人

組合  約 1500万 人

共済等  約 430万 人

被用者保険の被保険者

であった方(75歳以上)

に扶養されている方

国保

約 5万人

国保

約 5万人

国保

約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

国保

約 5万人

・協会  約 20万人

国保   口組合  約 15万人

約 35万人 ・共済等  約 1万人

口協会 約 30万人

国保   ・組合 約 15万人

約 50万人 ・共済等 約 2万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

国保

約 180万 人

・協会  約 50万人

国保   ・組合  約 25万人

約 85万人 ・共済等 約 10万人

協会  約 1400万 人

組合  約 1400万 人

共済等  約450万 人



被用者保険の被保険者とその被扶養者の人数と動きについて(2)

(平成22年度予算案ベースの粗い推計)

B案 :被用者保険の被保険者及び被扶養者についても、被用者保険に加入する。
75歳以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の

被保険者

Il二 協負■■_地25万人____
―……翼

轟
――――――r包

:響炎萌ぎ話
―――

__協負 ____役qp万人_■ __
__翼負____れ生pガA____

土済等     約 4万人

__蒟食___地上Q■唖 &___
__』負___■■1■9互&___

♯ 遭F等    約 430万 人

被用者保険の被保険者

であった方 (75歳 以上 )

に扶養されている方

――警を一一ニー■1召想薦一―:::重
≧

:IIIII斐
緩 ;t:i:1:二

::

郵■_____nlカ ム
組rL_____-1互 赫 藁~~I済

碑
~~  1万

人未満 共済等      1万 人未満

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

接春されている方
::II::3』

:IIIII:豊 ifl:::』
:II

協会    約 20万人 __蒟fL_____ne■ 塾 ___
__露食_____純 li墾 ___

共済等      約2万人
__翼負 ____紅■pガA____

共済等    約 1万人

被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に
彙恙六あてl.ヽ ふ斉 FII::ElttIIIIil:::::1:III:11

_」艶負 ____紅 qp″A____
__翼負 __… ■撃野ガ A____

共済等   約 10万人

…… 勁 夢L____nL■ Y旦響
^_____■■____■ 1■ 9■石A…… _

共済等    約 450万 人

後期高齢者医療制度から被用者保険に移行する方

市町村国保から被用者保険に移行する方
約 210万人 (協会

約 7万人
:約 130万人、組合 ;約 50万人、共済等 ;約 30万人)

C案 :被用者保険の被保険者については、被用者保険に加入し、被扶養者については、市町村国保に加入する。

75歳以上 65～ 74歳 65歳未満

被用者保険の

被保険者

■緒士量通霧拒蓋三
____協全 _=_… ……1亀 9」2ZLな ______
__脚喰 ………_負舎■墾 ____

共済等    約4万人 ___

協会    約 1900カ 人

組合__■■0■ pガA
共済等   約 430万 人

被用者保険の被保険者

であった方 (75歳 以上 )

に扶養されている方

国保

約 5万人

国保

約 5万人

―一最書一―-11111憂会X江 11
糞済等      1万 人未満

被用者保険の被保

険者 (65～ 74歳 )に

扶養されている方

国保

約 5万人

・協会  約 20万人

国保  ・組合  約 15万人

約 35万人・共済等  約 1万人

__員■ ____塑 §■ク
^____組合    _釣 J二五人____

共済等      約 2万人

協会   約 1■ 9■五人
被用者保険の被保

険者 (65歳未満)に

扶養されている方

国保

約 180万人

・ 協 会 ,綱 50カ 人

国保  ・組合  約 25万人

約 85万人・共済等 約 10万人

組合   約 140Q万 人

共 済 等    約 450万 人

後期高齢者医療制度から被用者保険に移行する方 約 30万人

約 120万人被用者保険から市町村国保に移行する方

ら被用者保険に 2万人
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新たな制度における高齢者のメリット

○ 高齢者の方々も、現役世代と同じ国民健康保険や被用者保険に加入することにより、以下の例

のようなメリットが生じる。
‐

現行制度 (後期高齢者医療制度) 新たな制度

○ 保険料の納付義務は高齢者の個々人。         .
⇒ 国保の世帯員であつた高齢者や被用者保険の被扶養者であつ

た高齢者にも納付義務が生 じる。

【具体例】
世帯員A(80歳 後期高齢者医療):Aの保険料を納付

[言暑:li:言 旨君『
齢「医療)lil[[

○ 保険料 の納付義務 は世帯主。

⇒ 世帯主以外の高齢者は保険料 の納付義務 が無 くな る。

【具体例】
世帯員A(80歳 国保):保険料の納付義務無し

世帯員B(75歳 国保):保険料の納付義務無し

世帯主C(45歳 国保):A・ B,C'Dの 保険料をまとめて納付

世帯員D(40歳 国保):保険料の納付義務無し

○ 保険料の軽減判定は、医療保険ごとに行 う。

⇒ 同 じ世帯であつても軽減判定は別に行うため、

増加 す る事例が生 じる。

【具体例】
世帯員A(80歳 後期高齢者医療

世帯員B(75歳 後期高齢者医療

世帯主C(45歳 国保

世帯員D(40歳 国保

※ A及びBの軽減判定方法

A所得30万円+B所得0円 +C所得55万 円

>33万円+24.5万円×2人 (5割軽減非該当)

<33万円+35万円文2人 (2割軽減該当)

年金収入165万円):
年金収入 80万円):
給与収入120万円):
給与収入 50万 円)1

保険料負担が

2割軽減※

2割軽減※

5割軽減
5割軽減

○ 保険料 の軽減判定 は、世帯全体 で行 う。

⇒ 同 じ国保世帯 と して最終的 な軽減判定が行われ るため、

保険料負担の増加 が解消 され る。

【具体例】
世帯員A(80歳 国保 年金収入165万円):5割軽減※

世帯員B(75歳 国保 年金収入 80万円):5割軽減※

世帯主C(45歳 国保 給与収入120万円):5割軽減

世帯員D(40歳 国保 給与収入 50万円):5割軽減

※ A及びBの軽減半」定方法
A所得30万円+B所得0円 +C所得55万円+D所得0円

<33万円+245万 円×3人 (5割軽減該当)

高
雪管琶軍寒皇]暑暑婦更T管選曇療候崎雪望量彊置し額がそ

れぞれ適用されるため、世帯当たりの負担額が増加。

○

日
本

自己負担限度額 世帯の負担額

世帯員A(80歳 後期高齢者医療)
A・ Bで
24,600円

(低所得Ⅱ区分)

60,000円世帯員B(75歳 後期高齢者医療)

世帯主C(45歳 国保)
C,Dで
35,400円

(低所得者区分)世帯員 D(40歳 国保 )

高額療養費の自己負担限度額は、世帯全体で適用。

同 じ国保世帯として自己負担限度額が適用されるため

世帯の負担額の増加が軽減される。

○

自己負担限度額 (=世帯の負担額 )

35,400円

(低所得者区分)

世帯員A(80歳 国保 )

世帯員B(75歳 国保)

世帯主C(45歳 国保 )

世帯員D(40歳 国保)
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都道府県単位の財政運営とした場合の国保の運営のスキームについて(案 )

●都道府県単位の財政運営とした場合、保険者機能が最大限発揮できるよう、「都道府県単位の運

営主体」と「市町村」が、国保を共同で運営する仕組みにすべきではないか。

●具体的には、「都道府県単位の運営主体」は、都道府県単位の標準保険料率の設定、保険給付と

いった事務を行う。

●「市町村」は、保険料の賦課中徴収、資格管理、保健事業などの事務を行う。

各市町村の納付すべき保険料額の算定・納付 :

各被保険者の保険料額の算定・納付

※高齢者の保険料は、同一世帯の他の現役世代の保険料と合算し、世帯主が納付

1醤維塵霧卑尾∽進豪封マ1批雇ξ晟習輩種旨IW瑳醤漁聾ず」讐躍観震
合に納め64t組み諏解が約

"%の
後期

|

:的な運営を図るためには、保険料の収納対  |

1策 に市町村が積極的に取り組むことができる仕組みにすることが必要ではないか。                         |

【標準保険料率の設定】
・給付に見合う都道府県単位の「標準保険料

率」の設定
・各市町村が納付すべき保険料額を算定

【保険給付】
・レセプトに基づく診療報酬の支払い
・レセプトチエック ロ現金給付   等

保険料賦課・徴収】
・標準保険料率を基に、収納状況等を勘案し

た保険料率の設定
・世帯主に対する保険料賦課

【資格管理】
口保険証等の発行日管理

【保健事業】
・健康診査等
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保険者間の調整の仕組みについて

高齢者が偏在して加入することに対する保険者間の調整の仕組みとしては、大きく2つの方法が考えられる。

①現行の後期高齢者医療制度のように、高齢者の保険料は、高齢者の医療給付費に直接充て、その高齢者保険料

と公費により賄えない分を各保険者が現役世代の加入者数等に応じて支援する方法

②老人保健制度や現行の前期高齢者に係る保険者間の財政調整のように、各保険者がその加入者数等に応じて

費用負担を行う方法(高齢者の保険料は、加入する各保険者にそれぞれ納められる)

<①の方法による一つのシミュレーション>
高齢者の保険料27兆円

(国保22兆円、被用者保険

05兆円)が高齢者の医療

給付費に直接充てられるこ

とから、調整対象給付費が

小さくなる。

ただし、市町村国保にとっ

ては、前期高齢者の保険料

が入らないことにより負担は

増加する。

高齢者の保険料27兆円

(国 保22兆円、被用者保険

05兆円)は各保険者に入

ることから、調整対象給付費
が大きくなる。

ただし、市町村国保にとっ

ては、前期高齢者に加えて、

後期高齢者の保険料 (約 8

割)が入ることにより、負担
は減少する。

(一 ― 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ― 一 一 ― 一 -65歳
以 上 の

高 齢 者 医 療 給 付 費 (1フ 兆 円 )―
一 一 一 一 一 一 ― 一 一 一 一 ― ―

)

<②の方法による一つのシミュレーション>
65歳 以上の高齢者医療給付費 (17兆 円 )

調整対象給付費115兆円

1 ‐0.2りし円
<前提> L中 ニ ー ‐ ~ 退職者拠出金02兆円(※ )

・75歳 以上の高齢者の医療給付費に約5割の公費を投入。

・被用者保険の65歳以上被保険者及び被扶養者は、被用者保険に加入。

・市町村国保の高齢者の保険料総額は現行水準。

(保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。)

・市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被用者保険者間は総報酬額に応じて按分する。

(被用者保険に加入する65歳以上の医療給付費についても調整対象としている。)

※被用者保険には国保組合を含む。ただし、国保組合の現役世代の保険料(支援金、交付金)に対する公費は記載していない。
-9-

(※ )退 職者拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の

対象者に係る支援金で、被用者保険が負担

調整対象給付費88兆円

退職者拠出金02兆円(※ )



〔唱

媚

淵

側
」

響
郡

齢

消

ｐ

被用者保険
35兆円

(参考)現行制度の財源構成について(平成22年度予算ベース)

<65歳から74歳までの高齢者医療給付費の財源構成 5.3兆円>

<75歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 11.7兆 円>

退職者拠出金01兆円

L二通 二」  退職者拠出金02りじ円

田 需欝扁圏凛『 辮 峰 宮淋 臨 鶉 預楊復趙 鱚
』嘗』iう言[嘗磨惜i〔貿催1写認

及び現御 代の給付割 こ充当され‐ %。

(※ )退職者拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る疎

(※ )被用者保険には国保組合を含む。

-10-

一一
―

■

:|‐■●:聾吉

高齢者
の

保険料

(後期 )

12
り

`F月

市町村国保

¬3兆 円

被用者保険
37リヒ円

頌一“血̈

現役
世代の

呆険 4‐4

06
兆円

公

費

０

３

兆

円

現役世代の

保険料

<65歳以上の高齢者医療給付費全体の財源構成 17兆 円>

‖

高齢者
の

保険料

(後期 )

12
ソじF弓

市町村国保31兆円
]
「 7銚 円  | 一

‐
商
島

「
●
一

鵠
一

●
●
●
一

公費
1:4兆 円

高齢者
の

保険料

(前期 )

08
りじ円

現役

世代の

1保 険料
106
1兆円

費

・
６
円

公

０
兆

現役世代の

イ呆F貪米斗

者̈
の
保
Ｆ
轡
卿
前
期
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０
４
兆
円
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高齢者の保険料と若人の保険料の伸びの調整について

若人の保険料…Ⅲ若人保険料 I(若人医療給付を賄うための保険料)+
若人保険料 Ⅱ(高齢者医療給付を支える保険料 (支援金))

若人保険料 Iの伸び 若人 1人 当たり医療費の伸び

保全轟
た
↑

○ 新たな制度は、どのような制度であつても、公費・若人の保険料・高齢者の保険料等の組み合わせにより支えるこ

ととなり、その割合を定率で固定する場合、高齢者と若人の1人当たり医療費の伸びが同程度であれば、若人の保

険料の伸びは、高齢者の保険料の伸びより大きくなる。

。高齢者と若人の1人 当たり医療費の伸びが同じであれば、

若人保険料 Iの伸び =高 齢者保険料の伸び

若人保険料Ⅱの伸び >高 齢者保険料の伸び

となり、若人の保険料の伸びは高齢者の保険料の伸びを上回る。

高齢者の保険料・・・高齢者医療給付を賄うための保険料

高齢者保険料の伸び ≒ 高齢者 1人 当た り医療費の伸び

65歳以上の

高齢者人口

若人保険料Ⅱの伸び ≒

若人人口

若人 可人当た り支援金の伸び

支援金総額の伸び +若 人人数の減少率

高齢者 ¬人当た り医療費の伸び +
高齢者人口の伸び +若 人人口の減少率

(約28%) (約 13娑⇒
2010～ 2015年の

人口変化率の平均値

○ 現行制度では、若人人口の減少による若人保険料の増加分を

高齢者と若人で折半し、高齢者の保険料の負担割合を段階的に引

き上げる仕組みになつているが、高齢者と若人の保険料規模は大

きく異なるため、基本的に高齢者の保険料の伸びが若人の保険料

の伸びを上回る構造となつている。

新たな制度においては、高齢者の保険料の伸びと現役世代の保

険料の伸びとの乖離が生じることについて、どのように考え、どの

ような仕組みを設けることが必要か。

若人人口




